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※ IE人 |き、 「誰かに言ったら示談が成立しない。」など
こ言い、誰にも相談させきせん。

※ キャッシュカードを渡すよう指示がくるここ|き

あιlきせん。

※ 還付金:きATMで 受l■取るここ|オー切でききせん。

警察、裁宇J所、各護士から、 「お金を払わないこ裁芋J
する。」などこ連絡をするここ|き―tDあ ιlません。  .

∝

※ 「宅配、しターパック、バイク便で現金を送れ」|き、
全て許欺です ′′

☆ 相談で、詐欺被害を防ぐことができます
被害に遭う一番の原因は、誰にも「相談しないこと」です。
警察官を編るケースもあるため、お金の請求があつた場合は、

一度電話を切つて、

伊勢警察署 (0596-
をしてください。

伊 勢 警 察 署

X 誰にも言って勝いけ春世ん

X キャッシュカードを預から1春す

X 還付金をATMで受I寸取って

X逮捕され春す・裁IIJを起こされ春す

春ιl
『
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X 宅配で現金を送ってください


